
                               資料２－３ 
－リリース禁止が琵琶湖を守る－ 

バスメーター設置！ 

彦根旧港湾マナーアップキャンペーンについて 

１ 目  的 

   冬期に、釣り人が多く訪れる彦根旧港湾において、「琵琶湖のレジャー利用の適

正化に関する条例」による外来魚のリリース禁止や、釣りのマナー、ゴミの持ち帰

りなど、釣り人のマナー向上を呼び掛けるための啓発活動を、新たに実施します。 

 

２．実施日時 

   平成２9 年 2 月 4 日（土） 10 時 00 分～12 時 00 分 

       

   平成 29 年 2 月中にもう一回、3 月中に 2 回の計 4 回の実施を予定してい

ます。 

 

３．実施内容 

   ①2月 4日（土）には、彦根旧港湾に設置している 4基の外来魚回収ボックスに、

外来魚リリース禁止啓発看板『バスメーター』を設置します。 

彦根旧港湾の釣りシーズンである 1月から 3月分の、各回収ボックスごとの

回収量を表示することで、外来魚のリリース禁止の見える化を図ります。 

    ※設置期間は、2月 4日（土）～  4月 30日（日）まで。 

 

②釣り人に外来魚のリリース禁止や、釣り人のマナー向上を呼び掛ける、啓発用

ウェットティッシュを配布します。 

 

       
           

４．実施場所 

   彦根市旧港湾一帯（彦根市尾末町地先） 

 

５．協力関係機関 

   湖東環境事務所、湖東土木事務所、彦根市生活環境課、彦根市建設管理課、 

彦根市道路河川課 


